
新しい静岡県議会議員の皆さんです
4月10日(日)に行われた静岡県議会議員選挙の結果、富士市選出議員として次の5人が選

出されました。以下50音順で、氏名(敬称略)・年齢・住所・所属政党です。

◆
61
歳

◆
鷹
岡
本
町

◆
自
由
民
主
党

植う
え

田だ

徹と
お
る

◆
69
歳

◆
川
成
島

◆
自
由
民
主
党
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ん
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か
え

◆
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歳

◆
柚
木
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公
明
党

早は
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◆
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歳

◆
比
奈

◆
無
所
属
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し

◆
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歳

◆
中
島

◆
民
主
党

櫻さ
く
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毅き
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﹁
平
成
22
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
﹂
の
一

部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
�
平
成
23
年
4
月
分
以
降
の
子
ど
も
手
当

は
�
昨
年
度
と
同
じ
条
件
で
平
成
23
年
9
月
分
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
�

※
支
給
月
額
な
ど
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
�

子
ど
も
手
当
は
�
次
代
の
社
会
を

担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支

援
す
る
た
め
に
平
成
22
年
4
月
に
創

設
さ
れ
ま
し
た
�

支
給
対
象

市
内
に
住
所
が
あ
り
�
中
学
校
修

了
ま
で
の
子
ど
も
︵
15
歳
に
な
c
た

後
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
︶
の
保

護
者

※
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
�
た
だ
し
�

在
留
資
格
の
な
い
人
や
短
期
滞
在

の
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
�

手
当
額

子
ど
も
1
人
当
た
り

月
額
1
万
3
0
0
0
円

手
当
の
支
給

原
則
と
し
て
�
請
求
の
手
続
を
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
指
定
さ
れ
た
口

座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
�

申
請
方
法

市
役
所
4
階
子
育
て
支
援
課
で
請

求
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
�

平
成
23
年
3
月
31
日
時
点
で
�
子

ど
も
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人

は
�
手
続
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
�

ま
た
�
平
成
23
年
6
月
の
現
況
届
の

提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
�

次
の
人
は
手
続
が
必
要

で
す
！

こ
れ
ま
で
子
ど
も
手
当
の
認
定

を
受
け
て
い
な
か
c
た
人

既
に
子
ど
も
手
当
の
認
定
を
受

け
て
い
て
�
出
生
な
ど
に
よ
り
　
　

養
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人

既
に
子
ど
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手
当
の
認
定
を
受

け
て
い
て
�
他
の
市
町
村
か
ら

転
入
し
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人
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�
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が
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こ
と

が
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平
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10
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以
降
の

子
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も
手
当
の
支
給
に
つ
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て
は
未
定
で
す
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・
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が
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�
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